
2021年 8月 1日現在 

 

1 

販売・サービス条件書 2021 v1.0.0 

販売・サービス条件書 

 

 

第１条（目的） 

本条件書は、オーリック・システムズ・ジャパン株式会社（以下

「AURIQ」という）が AURIQ 標準サービス、AuriQ ソフトウェア製

品、AuriQ 製品保守サポート、AuriQ 製品運用・監視サービス、

AuriQ Essentia サービスならびに AuriQ RTCSS サービス以外

の製品の販売およびこれらに付帯関連するサービス（あわせて以

下「対象製品等」という）の販売を提供するにあたって対象製品

等に関する契約（以下「個別契約」という）に共通に適用される

取引条件につき定めるものです。 

 

第２条（納入・検収） 

1. AURIQ がお客様から対象製品等として製品の納入要請を

受けた場合、AURIQ は「納品書」を交付するものとし、お客

様はその数量と品目に誤りのないこと、および瑕疵が存在し

ないことを確認のうえ、対象製品等を受領した証として

AURIQに対し遅滞なくAURIQ所定の「物品受領書」に記

名捺印の上、これを交付するものとします。 

2. AURIQ がお客様から対象製品等として業務の委任を受け

た場合、対象業務が終了した時点で「業務終了報告書」を

提出し、お客様はその内容に誤りのないことを確認のうえ、対

象業務終了の証として AURIQ に対し遅滞なく AURIQ 所

定の「業務終了確認書」に記名捺印の上、これを交付する

ものとします。 

3. AURIQ がお客様から対象製品等として業務の請負を受け

た場合、またはお客様から対象製品等として検収を条件とす

る対象製品等の納入要請を受けた場合、AURIQ はそれぞ

れ「納品書」／「業務終了報告書」をお客様に交付するもの

とし、お客様はAURIQに「物品受領書」／「業務終了確認

書」を交付の上、AURIQ とお客様で協議のうえ定める基準

に照らし対象製品等に基づく成果物（以下「成果物」とい

う）を確認し、当該基準に適合する場合は、AURIQ に対

し遅滞なく AURIQ 所定の「検収書」に記名捺印の上、これ

を交付するものとします。 

4. 対象製品等の納入後 AURIQ の３営業日以内、または対

象製品等および成果物の提供・納入後AURIQの10営業

日以内にお客様から書面による異議の申出または「検収

書」が AURIQ に到達しない場合は、別段の定めのない限り、

当該期間の満了をもって前項の検収が完了したものとみなし

ます。 

 

第３条（所有権および危険負担の移転） 

1. 対象製品等および／または成果物の所有権は、代金完済

時をもって AURIQよりお客様に移転するものとします。 

 

 

 

2. 対象製品等および／または成果物の危険負担は、対象製

品等および／または成果物の納入時をもって AURIQ よりお

客様に移転するものとします。 

3. 対象製品等および／または成果物がソフトウェアである場合、

当該ソフトウェアを記録した媒体の所有権および危険負担の

み前二項に従って移転し、当該ソフトウェアの使用権その他

の権利については AURIQ またはソフトウェアの使用権許諾

権者（以下「原権利者」といいます）と当該ソフトウェアの最

終使用者の間で締結される使用許諾契約書等に基づき原

権利者から最終使用者に対して直接使用許諾されるものと

します。 

 

第４条（メーカーの定める利用条件の遵守） 

お客様は、対象製品等の製造業者または原権利者（総称して、

以下「メーカー」という）が定める対象製品等の利用条件に従い

対象製品等を利用するものとします。お客様が当該利用条件を

遵守しないことにより損害が発生した場合は、お客様は自己の責

任においてこれを解決し、AURIQ に 

一切迷惑をかけないものとします。 

 

第５条（保証） 

1. 対象製品等および成果物の検収完了の日から６ヶ月以内

に、納入後の検査で直ちに見つけることのできない隠れたる

瑕疵または不具合（以下「不具合等」という）が発見され

た場合、お客様は AURIQ に対し書面で通知するものとし、

AURIQ は通知に基づきすみやかに当該不具合等の解消の

ために必要な対応を行うものとします。 

2. 前項の措置によっても不具合等の解消が不可能な場合、お

客様は当該不具合等の見つかった個別契約を解除すること

ができるものとします。 

3. 前二項の定めにかかわらず、対象製品等の保証、および対

象製品等に不具合等が存在した場合におけるメーカーの担

保責任、補償等（以下「補償等」という）につきメーカーが

保証書等にて特段の定めをなしている場合は、保証書等の

定めに従いメーカーからお客様に対して補償等がなされるも

のとし、個別契約に関してAURIQおよびメーカーがお客様に

対して負う責任は全体および総額として当該補償等の範囲

内に限定されるものとします。この場合、AURIQ は資料提

出の協力等、お客様が当該補償等を受けるために必要な

助力を行うものとします。 

4. AURIQ は、別途書面により合意した場合を除き、対象製

品等のお客様の目的適合性の保証はいたしません。 

5. 対象製品等に関する保証、および不具合等が存在した場

合の AURIQ の責任は、本条に定められるものが全てである
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ものとします。 

 

第６条（損害賠償） 

1. 個別契約に関連して発生した損害についての AURIQ の賠

償責任は、原因の如何を問わず、範囲においてお客様の生

命、身体ならびに有体財産に生じた通常の直接的損害に

限られるものとし、金額において当該損害の発生の原因とな

った個別の対象製品等についての取引金額（ただし、年額、

月額等の定額による継続的な役務取引においては、当該

定額に基づき月額または月割により計算した３ヶ月分相当

の対象製品等の対価）を上限とします。 

2. AURIQ の責に帰すことが出来ない事由から生じた損害、予

見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、

逸失利益およびデータならびにプログラム等無体財産に対す

る損害については、損害賠償責任を負わないものとします。 

 

第７条（支払条件） 

1. お客様は、個別契約の代金を、当月分当月末日締切翌月

末AURIQ指定銀行口座宛振込によりAURIQへ支払うも

のとします。振込に要する手数料はお客様のご負担としま

す。 

 

2. お客様が本契約に定める代金の支払を遅延した場合、お客

様は AURIQ の請求に基づき、遅延した金額に対し遅延し

た日から完済に至るまで年 14.6%（年 365日の日割り）

の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第８条（再委託） 

AURIQ は、対象製品等に関する業務の全部または一部の作業

を、AURIQの責任において第三者に委託できるものとします。 

 

第９条（期限の利益の喪失） 

お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、お客様は当然に

AURIQ に対する支払債務の期限の利益を喪失します。また

AURIQ は何らの催告を要さずただちに個別契約を解除または解

約できるものとします。 

(1) 手形、小切手の不渡り処分、銀行取引停止処分そ

の他の支払停止状態が生じた場合 

(2) 解散、清算または事業の廃止等任意整理の手続に

着手した場合 

(3) 仮差押、仮処分、差押または滞納処分等が行われた

場合 

(4) 破産、特別清算、会社更生、会社再生、その他これ

らに類する手続の申立があった場合 

(5) 合理的理由により前各号と同等の経済状態にあると

認められる場合 

(6) 相当の期間を定めて履行の催告後も債務の履行がな

されない場合 

 

第１０条（知的財産権） 

対象製品等の提供の過程で行われた発明、考案等（ビジネスモ

デルの構築を含むがこれに限定されない）、または作成されたプロ

グラムその他の成果物から生じた特許権、実用新案権、意匠権、

著作権等（特許、実用新案を受ける権利を含むがこれに限定さ

れない）については、別途お客様と AURIQ が記名押印文書によ

り合意しない限り、AURIQ単独に帰属するものとします。 

 

第１１条（秘密保持義務） 

1. 本条項において秘密情報とは、対象製品等の提供に関して、

個別契約の一方当事者（以下「情報開示者」といいま

す）が他方の当事者（以下「情報受領者」といいます）に

開示する技術情報、営業情報、およびその他一切の情報

（以下「秘密情報」といいます）をいいます。ただし以下の

情報を除きます。 

(1) 情報の開示の時点ですでに公知または公用である情

報 

(2) 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持し

ていた情報 

(3) 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由に

よらず公知または公用となった情報 

(4) 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保

持義務を負わず適法に入手した情報 

(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に

開発した情報 

2. 情報受領者は、秘密情報を善良なる管理者における注意

をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承

諾なく第三者へ開示しないものとします。 

3. 情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾なく秘密

情報に関する資料の複製、複写、持ち出し、または外部か

らのリモートアクセスを実施することはできないものとします。 

4. 前各項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または

司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下

の措置を取った上で当該行政機関または司法機関に対して

当該秘密情報を開示することができるものとします。 

(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知

すること 

(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている

部分についてのみ開示すること 

(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱い

が受けられるよう最善をつくすこと 

5. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、または開示

目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必

要がなくなった場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘

密情報およびその複製物を返還し、または廃棄処分するも
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のとします。 

6. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情

報の受領時より５年間有効とします。 

7. 情報受領者は、情報開示者より個人情報（個人に関する

情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以

下「個人情報」といいます）の開示または預託を受ける場合、

漏洩、不正利用等のないよう、善良なる管理者における注

意をもってこれを適切に管理するとともに、当該個人の事前

承諾なく個人情報を第三者に開示し、または当該個人の承

諾した目的以外に利用してはならないものとします。 

8. 情報開示者は情報受領者に対し、いつでも個人情報の返

還または廃棄を求めることができるものとします。 

9. 情報受領者は、個人情報の取扱に関し、個人情報の保護

に関する法律（平成十五年法律第五十七号）および所

定の最新の個人情報取扱基準の定めるところに従うものとし

ます。 

 

第１２条（譲渡の禁止） 

お客様は、AURIQ の事前の書面による承諾なく、個別契約に基

づく権利義務の一部または全部を第三者に譲渡できないものとし

ます。 

 

第１３条（不可抗力） 

AURIQ は、個別契約に定める債務の履行が遅延しまたは履行さ

れなかった場合において、当該遅滞または不履行が天災地変、政

府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、

洪水、地震、戦争（宣戦布告の有無を問わない）、反乱、革命、

暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、その他 AURIQ の合理

的な制御を超える事由により引き起こされた限度において、お客様

に対し責任を負わないものとします。 

 

第１４条（その他） 

1. 対象製品等に関し、本書とお客様の注文書、契約条項そ

の他契約との間で齟齬が生じた場合、別段の書面による合

意がない限り、本書の規定のみが適用されるものとします。 

2. 対象製品等に関し疑義が生じた場合は、AURIQ とお客様

の間で誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。 

3. 対象製品等に関する一切の訴訟については、東京地方裁

判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。 

 

第１５条（反社会的勢力の排除） 

1. AURIQ およびお客様は、反社会的勢力との関係について

内閣総理大臣が主宰する犯罪対策閣僚会議が、平成 19

年（西暦 2007 年）6月 19 日付けで「企業が反社会的

勢力による被害を防止するための指針」を公表し、企業に対

して、暴力団を始めとする反社会的勢力（以下「反社会的

勢力」という）との関係遮断についての取り組みを一層推進

する必要性を明らかにしていることに鑑み、両者間の一切の

取引について、下記のとおり確認します。 

(1) 自らとその役員、経営・事業に実質的な影響力を有

する株主、重要な地位の使用人またはこれらに準ずる

顧問等（以下「役員等」という）が、反社会的勢力

ではなく、今後ともそのようなことはないこと。 

(2) 自らとその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難

されるべき関係を有しておらず、今後ともそのようなこと

はないこと。 

(3) 自らとその役員等は、相手方との契約に関連する業

務の遂行において、反社会的勢力と知りながらその業

務の全部または一部を遂行させてはおらず、今後とも

そのようなことはないこと。 

2. AURIQ およびお客様は、前項に記載する状況を確認する

ため相手方が随時実施する調査に合理的な範囲で協力し、

相手方が要請した資料等を提出するものとします。 

3. AURIQ およびお客様は、前二項に違反した場合は、相手

方との一切の契約関係について、何らの催告なしに直ちに解

除されることを受け入れるとともに、かかる契約解除を理由と

して、相手方に損害賠償請求その他名目の如何を問わず

何らの請求もできないものとします。 

 

以 上 


